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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月6日(2011.1.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子及び前記発光素子に重畳して設けられた液晶素子を有する画素部と、
　前記液晶素子に電気的に接続されたデータ線と、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続されたコンパレータと、を有することを
特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記コンパレータは、前記データ線の電位と基準電位とを比較し、
　前記コンパレータによる比較結果に従って、前記発光素子の発光が制御されることを特
徴とする表示装置。
【請求項３】
　発光素子及び前記発光素子に重畳して設けられた液晶素子を有する画素部と、
　前記液晶素子に電気的に接続されたデータ線と、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続された第１のコンパレータと、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続された第２のコンパレータと、
　前記データ線及び前記第１のコンパレータに電気的に接続された第１のスイッチと、
　前記データ線及び前記第２のコンパレータに電気的に接続された第２のスイッチと、を
有することを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３において、
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　前記第１のコンパレータは、前記液晶素子に負の電圧が印加されたときの前記データ線
の電位と、第１の基準電位と、を比較し、
　前記第２のコンパレータは、前記液晶素子に正の電圧が印加されたときの前記データ線
の電位と、第２の基準電位と、を比較し、
　前記データ線の電位が前記第１の基準電位よりも低く、且つ、前記第２の基準電位より
も高い場合に、前記発光素子を消灯させ、
　前記第１の基準電位は、前記第２の基準電位よりも高いことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記第１のコンパレータは、前記液晶素子に負の電圧が印加されたときの前記データ線
の電位と、第１の基準電位と、を比較し、
　前記第２のコンパレータは、前記液晶素子に正の電圧が印加されたときの前記データ線
の電位と、第２の基準電位と、を比較し、
　前記データ線の電位が前記第１の基準電位よりも低く、又は、前記第２の基準電位より
も高い場合に、前記発光素子を消灯させ、
　前記第１の基準電位は、前記第２の基準電位よりも低いことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記液晶素子は、電圧が印加されている状態において光を透過することを特徴とする表
示装置。
【請求項７】
　請求項１、請求項２、請求項３、又は請求項５において、
　前記液晶素子は、電圧が印加されていない状態において光を透過することを特徴とする
表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記発光素子の発光は、前記液晶素子を通過することを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記発光素子をバックライトとして用いることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記データ線に、アナログ信号に基づく電位が印加されることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記画素部は、前記発光素子及び前記液晶素子を有する画素を、複数有することを特徴
とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記発光素子は、ＥＬ素子、フィールドエミッションディスプレイで用いる素子、ＳＥ
Ｄ、プラズマディスプレイパネル、又は圧電セラミックディスプレイであることを特徴と
する表示装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一項に記載の表示装置を表示部に有することを特徴
とする電子機器。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の前記電子機器は、カメラ、ヘッドマウントディスプレイ、ナビゲー
ションシステム、音響再生装置、コンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末、画像再生装
置、又はテレビジョン装置としての機能を有することを特徴とする電子機器。
【請求項１５】



(3) JP 2007-304578 A5 2011.2.24

　発光素子及び前記発光素子に重畳して設けられた液晶素子を有する画素部と、
　前記液晶素子に電気的に接続されたデータ線と、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続されたコンパレータと、を有する表示装
置の駆動方法であって、
　前記コンパレータにおいて、前記データ線の電位と基準電位とを比較し、
　前記コンパレータによる比較結果に従って、前記発光素子の発光を制御することを特徴
とする表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　発光素子及び前記発光素子に重畳して設けられた液晶素子を有する画素部と、
　前記液晶素子に電気的に接続されたデータ線と、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続された第１のコンパレータと、
　前記データ線及び前記発光素子に電気的に接続された第２のコンパレータと、
　前記データ線及び前記第１のコンパレータに電気的に接続された第１のスイッチと、
　前記データ線及び前記第２のコンパレータに電気的に接続された第２のスイッチと、を
有する表示装置の駆動方法であって、
　前記データ線の電位が負の値のときに前記第１のスイッチをオンすることにより、前記
第１のコンパレータにおいて、前記データ線の電位と第１の基準電位とを比較し、
　前記データ線の電位が正の値のときに前記第２のスイッチをオンすることにより、前記
第２のコンパレータにおいて、前記データ線の電位と第２の基準電位とを比較し、
　前記第１のコンパレータによる比較結果又は前記第２のコンパレータによる比較結果に
従って、前記発光素子の発光を制御することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　請求項１５又は請求項１６において、
　前記発光素子の発光は、前記液晶素子を通過することを特徴とする表示装置の駆動方法
。
【請求項１８】
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか一項において、
　前記液晶素子は、電圧が印加されている状態において光を透過することを特徴とする表
示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか一項において、
　前記液晶素子は、電圧が印加されていない状態において光を透過することを特徴とする
表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　請求項１５乃至請求項１９のいずれか一項において、
　前記データ線に、アナログ信号に基づく電位が印加されることを特徴とする表示装置の
駆動方法。
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